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論 説

マクロン・オルドナンスによる団体交渉システムの改革（２・完)
――集団的成果協定、企業交渉を支える制度枠組み――

野 田 進

序説―継承か、断絶か

第Ⅰ章 予備的考察

第Ⅱ章 労働協約の新しい序列とその連結

第Ⅲ章 企業交渉の新たな方式（以上、前号）

第Ⅳ章 集団的成果協定（以下、本号）

１.制度改革の経過

２.集団的成果協定の意義

３.集団的成果協定の目的と締結

４.集団的成果協定の効力

５.小括＝集団的成果協定の評価

第Ⅴ章 企業交渉を支える新たな制度枠組み

１.企業審議会および労働協約観測

２.労働協約の確実化

むすび―企業法のサブシステムとしての団体交渉

第Ⅳ章 集団的成果協定

１.制度改革の経過

（１）L.2254-2条の抜本改正

2017年９月22日のマクロン・オルドナ
(1)

ンスは、その第３章「特定の団体協定の利
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用条件と内容の調和と簡略化」において、労働法典L.2254-2条の規定を改正して、そ

の内容を大幅に改めた。改正前の同条は、2016年８月８日のいわゆる「労働改革法」

において設置された新機軸の規定であり、理論上の実務上も大いに注目されたが、

同条は１年余の短命のうちに、ほぼ全面的に書き換えられたのである。

改正前の旧L.2254-2条に基づき設置された、「雇用保持発展協定（accord de la
 

preservation ou du developpement de l’emploi）」の意義と性質にについて、筆者

は昨年執筆した別原稿で、かなり詳細にわたって紹介・分析する作業を試
(2)

みた。同

論考では、その分析の方法として、特に、2013年の「雇用確実化法」が導入した「雇

用維持協定（accords de maintien de l’emploi）」との間で比較検討することにし、

両協定の、①締結要件（交渉の開始と手続、交渉事項）、②締結の帰結（労働契約へ

の帰趨、協定の優越性）、③労働契約の終了の帰結という側面で比較対照を試み、そ

れにより雇用保持発展協定の法的意義を浮き彫りにすることにした。その結果、2016

年の雇用保持発展協定が、労働協約と労働契約との関係（連結関係＝articulation）

において、それまでこの国で定着していた法理を大きく逸脱するものであり、また

従来の契約の拘束力と解雇保護の理念をも打ち破る、「攻撃的協定（accord offen-

sif）」であることを明らかに
(3)

した。このような雇用保持発展協定のもつコンセプト

は、2016年労働改革法が有する労働立法のシステム改革を体現するものにほかなら

ず、その成否は「労働改革法の実験場」として注目されていたのである。

ところが、上記のように、2017年マクロン・オルドナンスは、この雇用保持協定

を創設したL. 2254-2条の旧規定を、わずか１年１ヵ月余の後に、全面改正する挙に

出た。2016年労働改革法と2017年マクロン・オルドナンスとの間の、規制改革のコ

ンセプトにおける関係については、筆者はこれも別論考で簡略に述べたところで
(4)

ある。そして、L.2254-2条の新規定は、同論考で明らかにしたマクロン・オルドナン
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本稿で「マクロン・オルドナンス」とは、本稿（１）で示したように、フランスのエマニュエル・
マクロン大統領が2017年９月22日付で発令した、５つのオルドナンスのうち、「団体交渉の強化に
関するオルドナンス第2017-1385号（Ordonnance n 2017-1315relative au renforcement de la

 
negociation collective.）」を指している。
野田②論文を参照。この論文の脱稿時期は、2016年９月上旬であり、その直後に発令されたマク

ロン・オルドナンスによる改正の経緯については、同論文の初校作業の段階で、その末尾に「追記」
として簡単に書き加えることしかできなかった。
この理念を取り上げて、日本の労働契約終了法理に展開したものとして、野田進「労働契約終了

の理論課題―「攻撃的」雇用終了という視角」日本労働法学会誌131号（2018年）３頁も参照。
野田④論文を参照。



スの特性、すなわち、労働改革法における労働立法のシステムの改革（規範の逆転）

という理念を継承・発展させつつも、企業活力の発展と競争力強化を促進するとい

う理念を、この新しいタイプの企業協定に注入したものといいうる。

こうした経過から、新L.2254-2条の規定は、一面では旧制度の改訂版にほかならな

い。しかし、他方で、新規定は、これまで労働法典の中で規定されていた、企業協

定が労働契約の内容を優越的に変更することを可能にする種々の協定（本稿では、

これらを「雇用関連協定」と称する。後掲の図表１を参照）を、統一的に組み入れ

た規定であるという別の側面も持っている。この点では、労働法典における膨大で

込み入った規制を簡略化することをめざす、マクロン・オルドナンスの改革理念の

表れでもある。ただ、各種規定を本条に統一するに当たって、単なる制度統合では

すまされない、種々の実質改正がなされたことについては、後述のとおりである。

（２）「集団的成果協定」という名称付与

こうして、本章の検討課題は、マクロン・オルドナンスにより導入された新L.

2254-2の規定の検討である。すなわち、同条により導入された、新しいタイプの企

業協定は、いかなる局面で、またいかなる範囲で雇用保持発展協定を刷新したと言

いうるのか。

ところで、名は体を表す。本条に基づく企業協定には、同オルドナンスの成立当

初（2017年９月22日）の段階では、法律に基づく名称が付与されておらず、このた

めに関係論文や実務書において、例えば、「競争力協定（accords de competitivite）」、

「雇用関係協定（accords emploi）」、「リストラ協定（accords de reconstruction）」

などの名称で論じられていた。ところが、2018年にいたって、同年３月29日の法律

（オルドナンスの批
(5)

准法）において、新L.2254-2条にさらに部分的な修正が加えられ

ており、その一環として、この協定に「集団的成果協定（accord de performance
 

collective）」という名称が付与された。すなわち、文言修正された新条文は、規定の

冒頭で、「集団的成果協定は、企業の良好な運営につながる必要性に応え、雇用を保
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社会的対話の強化のための諸措置をオルドナンスにより講じる2017年９月15日の授権法第
2017-1340号を基盤にして設定された各種オルドナンスを批准するための2018年３月29日の法律
第2018-217号」（LOI n 2018-217du29mars2018ratifiant diverses ordonnances prises sur le

 
fondement de la loi n 2017-1340du15septembre2017d’habilitation aprendre par ordonnan-
ces les mesures pour le renforcement du dialogue social）



持しまたは発展させるために、次のことをなすことができる。」との文章から始まる

のである（下線は引用者 以下、本稿において同じ）。

この集団的成果協定という新名称は、これまでの関連協定であった、上述の雇用

維持協定（2013年）や雇用保持発展協定（2016年）という名称と比べると、雇用と

いう文字を消去するだけでなく、何より企業の成果重視が目的であることを鮮明に

示しており、本質を直截に言い当てているようにみえる。そこで本稿でも、この名

称を用いることにする（新L.2254-2条の試訳を本章４の末尾に掲載しているので、参

照されたい）。

２.集団的成果協定の意義

１でみたように、新L.2254-2条に基づく集団的成果協定は、マクロン・オルドナン

スの指導理念を体現するものであるが、ここでは同条の解釈法理を論じる前の総論

的な考察として、同協定のもつ法政策的な意味合いを、２つの側面で検討しておこ

う。

（１）労働契約と労働協約の関係：労働契約の強制力

本条で問題にする、L.2254-2条の全体の趣旨の概略を述べると、①集団的成果協定

という企業レベルでの労働協約を締結すると、②同協定はそれが適用を受ける労働

者の労働契約を直接に規律して、労働契約の不利益変更をもたらすことを許容し、

③労働者がこの不利益変更を拒否した場合の解雇の帰結を定める、というものであ

る。

しかし、この②のように、労働協約が個別労働契約の内容を直接に規律するとい

う効果を認めることは、この国の労働協約の法理においては、日本とは異なり例外

的な法的処理を意味する。労働協約と労働契約関係の原則は、同条の直前の規定で

ある、L.2254-1条の定めるところによる。すなわち、同条は、この関係を次のように

定める。「使用者が労働協約または協定の条項に拘束されているときには、Ⓐ労働協

約の方がより有利である場合を除き、協約の条項はⒷこの使用者と締結された労働

契約に適用される。」（記号挿入は筆者）

同条はごく短い条文ながら、フランス労働協約制度における二つの大原則を明ら

かにしている。第一に、下線部Ⓑはいわゆる「普遍適用の原則」、すなわち、使用者

773（85-２-369）
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がある労働協約に拘束さ
(6)

れると、その協約の規定は、その使用者の締結したすべて

の労働契約に及ぶとする原則を定めて
(7)

いる。さらに、第二に、下線部Ⓐは労働協約

と労働契約との関係について、次のような規律を定めていることを意味する。すな

わち、①同じ種類の労働条件について、労働協約の規定に定める水準が労働契約の

それを上回る（有利である）ときには、適用されるのは労働協約である。他方、②

同じ種類の労働条件について、個別労働契約に定める規定の水準が労働協約のそれ

を上回る（有利である）ときには、労働者に適用されるのは個別労働契約であり、

労働協約の規定ではない。以上は、フランスの労働法規範全体を支配する「有利原

則」の、労働協約と労働契約の関係における適用の帰結である。注意を要する点と

して、①において労働協約の条項が適用されるのは、同条項が「労働契約の内容に

なる」からではなく（内容化体説の否定）、「労働契約に代わる」ものとして労働協

約が直接に規律するからであり（外部規律説）、労働契約はそのことにより単に「適

用されなくなる」からにすぎない。

以上によれば、①の状況にあるために、労働協約が労働条件を直接に規律してい

る部分については、労働協約の変更は、直ちに労働条件の変更をもたらす。すなわ

ち、協約の変更は労働者を拘束することになり、労働者は、不利益変更であること

を主張して、労働契約の変更法理を援用することはでき
(8)

ない。これに対して、②の

状況にある労働条件について、労働協約の規定が変更（不利益変更）されたとして

も、使用者はそれによる労働契約の変更を主張することはできない。ここでは、労

働契約の強制力が真価を発揮する。変更を望む使用者は、個別に労働契約の変更を

申し出なければならず、労働者がそれを拒否する場合には、この変更を断念するか、

または解雇手続に着手するしかない。すなわち、かかる不利益変更、この国で発達

した労働契約の変更の一般法理と手続に従って解決されなければならない（経済的

（法政研究85-２-368）772

労働協約に「拘束される（etre lie）」とは、使用者が労働協約を締結した使用者組合の一員であ
ること、あるいは使用者が自ら労働協約を締結すること等により、労働協約の適用を受けることを
意味する。普遍適用の原則については、野田ほか①論文131頁を参照
したがって、労働協約は非組合員にも他組合員にも、あまねく適用される。この普遍適用原則か

ら生じた多数派協定の問題については、本稿第Ⅲ章で検討した。
判例によれば、ある契約の要素がもっぱら協約を淵源とするとき、この要素についての協約にお

ける改定について、労働者は協約の変更を直ちに強制されることになり、労働者は労働契約の変更
法理を援用することができない。Soc.28fevr.2006,no04-14.202（金融機関の合併による企業協
定の改定にともなう補足報酬の減額に関して）；Soc.19mars2014,no13-10.021（保険会社の一
般従業員全国協約の改定にともなう報酬体系の改正に関して）。
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事由による変更の場合は、L.1222-6条）。この法理は、有利原則を前提にした、個別

労働契約の集団的合意に対する優位の表れであり、言い換えると「労働契約の抵抗

（
(9)

resistance）」を意味するものであった。

以上が、L.2254-1条の定めによる、労働協約（企業協定）と労働契約にとの間の関

係（連結）についての原則である。ところが、これに対してL.2254-2条は、この②の

場合の上記原則を否定する例外を持ち込んだことを意味する。すなわち、以下に検

討するように、同条に基づく集団的成果協定が締結されたときには、契約優位の原

則とは異なり、労働協約の条項が「労働契約におけるそれに反するまたは両立しな

い条項に、法律上当然に置き換えられる（se substituer）」と定めたからである。こ

の規定が、どこまでの射程をもつのか、すなわち契約の強制力に基づく「労働契約

の抵抗力」が、いかなる範囲で衰微することになるのかが、本章の重要な理論課題

となる。

（２）各雇用関連規定の「調和」と廃止

改正後の本L.2254-2条の意義としては、先に触れたように、もう一つの側面があ

る。今日まで、この国の労働法の発展では、上記の有利原則の重要な例外的な協約

制度として、労働者の雇用を保障する代わりに、労働協約で定めた労働者に不利な

労働条件を労働契約に押しつけることを許容する協定（雇用関連協定）が設けられ、

労働法典の中に規定が設けられていた。すなわち、①労働時間削減協定、②雇用維

持協定、③内部異動協定、および、④雇用保持発展協定である。これらの協定は、

後掲の図表１で通覧されるように、それぞれ固有の法的制度を有し（異なる目的と

利用条件、労働者の拒否の場合の異なる取扱い）、労働法典においてもそれぞれ固有

の政策目的の下で、労働法典の別個の場所に定めが置かれていた。ところが、マク

ロン・オルドナンスによる新L.2254-2条は、これを法的な混乱であるとして、集団的

成果協定に統一して一本化したのである。このように集団的成果協定は、労働法典

における雇用関連協定の統一という、もう一つの意義を有する。これにより、上記

①～③の協定の根拠とされていた労働法典の条文はすべて2017年９月23日付けで削

771（85-２-367）

フランス労働法において、労働契約における契約の強制力の理念が、本条により衰微しようとす
ることを法的状況を契機にしてであろうか、近年の論考では「労働契約の抵抗」という表現（肯定
的にも否定的も）を用いる論考が多い。
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除され、④の協定は、その根拠規定が新条文（本規定）に改正されて、いずれも集

団的成果協定として書き換えられたのである。

以下では、マクロン・オルドナンスにより廃止された、これらの４種の雇用関連

協定の根拠立法、目的、労働契約との関係、およびその適用を拒否した労働者の解

雇のあり方について、特色を略記し、これを図表で対比することにしよう（図表１）。

（ａ）労働時間短縮協定（accord de reduction de la duree du travail）は、も

ともと週35時間労働制を具体化した「交渉による労働時間の短縮に関する2000年１

月19日の法律第2000－
(10)

37号」（いわゆるオブリ第２法）の30条Ⅱに定められたもので

あり、同条は旧L.1222-8条として労働法典に組み入れられていた。そして同条は、同

法に基づき企業ごとに労働時間短縮協定が締結され、この「協定の適用により、労

働契約に定められた時間数が減少するとしても、それだけでは労働契約の変更とは

ならない。」と定める。そして、「労働者が、労働時間の短縮協定の適用に際して労

働契約の変更を拒絶するときには、［それによる］解雇は経済的事由に基づかない個

別的解雇であるものとし、労働法典（旧）L.122-14条（新L.1232-2条）から（旧）L.

122-17条（新L.1234-20条）の規制に服する。」と定める。そして、労働時間短縮協定

の適用による労働時間の減少を拒否した労働者の解雇は、人的事由による個別的解

雇に属するものとされ、そのことから使用者は、経済的解雇であるならば通常は義

務づけられる労働者の再配置（reclassement）や、従業員代表制度への諮問手続等

の義務を免れるものとさ
(11)

れた。

本来ならば、所定労働時間の短縮は一般に「労働契約の本質的要素の変更」とい

いうるから、それを拒否したことによる解雇は経済的解雇に分類さ
(12)

れる。しかし、

この規定は、週35時間労働を具体化した上記2000年法における定めであり、同法は

ワークシェリング（労働の分割（partage du travail））政策の重要な手段として、

労働時間短縮協定という企業協定を促進している。このために、労働時間短縮協定

の適用拒否の解雇について、時短政策推進の目標に応じて、人的事由による解雇と

（法政研究85-２-366）770

Loi n 2000-37du 19janvier 2000relative a la reduction negociee du temps de travail.
労働時間短縮協定から生じる労働契約の変更については、奥田香子「『三五時間法』をめぐる諸

問題－フランス時短法制の新たな展開」労旬1476号（2000年）４頁を参照。
労働法典L.1233-3条は、経済的解雇の定義として、「雇用の削減もしくは変動、または労働契約

の本質的要素の変更を労働者が拒否したことに起因する……解雇」と定めており、労働契約の本質
的要素を拒否したことによる解雇は、経済的解雇とするのが原則である。
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いう、より軽便な処理を認めたものである。

（ｂ）内部異動協定（accord de mobiliteinterne）を創設したのは、2013年６月

14日の「雇用確実
(13)

化法」の第15条Ⅰの規定であり、同規定は労働法典（旧）L.2242-21

条以下に組み入れられた。それによれば、使用者は、企業の人員数を削減する目的

でないことを前提とした組織改革をなすときには、労働者の「企業内で職業的また

は地理的異動」を可能とする企業協定を締結することができる。この協定はその企

業で雇用された労働者の労働契約に適用され、「協定に反する労働契約の規定は停止

される」（旧L.2142-22条）。そして、労働者が、この内部異動協定の適用を拒否した

ときには、「その解雇は経済的事由に基づく解雇であるが、経済的事由による個別的

解雇の方法による実施され、解雇付随措置や再雇用措置の権利の道を開く」（旧L.

2142-22条）。すなわち、内部異動協定の適用拒否の解雇の場合は、なお経済的事由

による個別的解雇であり、使用者による所定の解雇回避・雇用確保措置の計画化が

義務とされる。

（ｃ）雇用維持協定（accord de maintien de l’emploi）も、内部異動協定と同様

に、2013年の雇用確実化法で定められていたものであり（同法第17条）、労働法典（旧）

5125-1条以下の７ヵ条に組み入れられていた。同協定は、「企業の景気悪化による重

大な経済的困難の状況が生じた場合」で、これを代表的な労働組合組織とともに診

断・分析したときに締結される企業協定であり、雇用の維持を約束するとともにそ

の代償として、関係労働者の労働時間や報酬について調整を認めるものである。そ

して、内部異動協定と同様に、ここでも協定に反する労働契約の規定は、協定の適

用期間は「停止される」。また、労働者がこの協定の労働契約への適用を拒否すると

きには、「その者の解雇は経済的事由に基づくものとし、経済的事由による個別的解

雇の方法により言い渡され、それは真実かつ重大な理由に基づく」（L.5125-2条第
(14)

３項）。言い換えると、解雇は正当な根拠によるものであり、経済的事由による個別

769（85-２-365）

Loi n 2013-504du14juin2013relative a la securisation de l’emploi. この法律は「雇用安定
化法」と訳されることが多く筆者もこれに倣っていたが、この法律の狙いは雇用安定化（stabilisa-
tion de l’emploi）政策とは異質であると考えられるので、本稿では「雇用確実化」と訳しておく。
この法律および内部異動協定・雇用維持協定について紹介する邦語文献として、柴田洋二郎「フラ
ンスにおける2013年雇用安定化法―フランス型フレキシセキュリティ」季労247号（2014年）47頁。
実は、「雇用確実化法」の制定時には、ここに引用条文のうち「それは真実かつ重大な理由に基

づく」という文言は存在せず、単に「経済的事由による個別的解雇の方法により言い渡される」と
のみ定められていた。しかし、2015年の立法（「成長、活動および経済的機会の平等に関する2015
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的解雇であるものと、法律上みなされていることになる。

（ｄ）雇用保持発展協定（accord de la preservation ou du developpement de
 

l’emploi）については、すでに詳細に検討したところであ
(15)

るが、ここでは上記３種の

協定との比較の上で概略を記載しておく。同協定は、2016年労働改革法により労働

法典に挿入された、（旧）2254-2条に基づき設けられた企業協定である。この協定は、

雇用維持協定と異なり、「雇用の保持または発展を目的」として、すなわち、企業の

危機的状況を前提とすることなく、広く企業の経営戦略的な意図から締結すること

が認められる（ただし、その目標を協定前文に記載することが義務づけられる）。ま

た、「雇用の保持または発展」のために、協定でどのような措置を定めるかについて

は無限定であり、ただ労働者に「不均衡な不利益」を課す場合に、対応措置を講じ

ることが定められる。そして、雇用保持発展協定の条項は、それに反する労働契約

の規定に「置き換えられる（se substituer）」ものとされ、労働契約の約定は「書か

れてないものとみなされる」。同協定の適用を拒否した場合、解雇は「特殊な事由

（motif specifique）」によるものとして「真実かつ重大な理由」を構成するものと

され、「経済的事由による個別解雇」の手続により処理される。

以上の４種の雇用関連協定の内容を略記して比較すると、図
(16)

表１のとおりである。

これら４種の雇用関連協定は、労働協約と労働契約の関係性に関する基本原則の

例外として、企業協定が労働契約を例外的に拘束するという発想であり、その点で

は共通である。しかし、それらが追求する目的は多様であるし、実現のための技術

も同じではなかった。とりわけ、協定の適用を拒否した労働者に対する解雇規制の

あり方は、異なる定め方がなされていた。

（法政研究85-２-364）768

年８月６日の法律」）287条で、この文言が挿入されている。LOI n 2015-990du6aout2015pour
 

la croissance,l’activiteet l’egalitedes chances economiques. この法律は、通称「マクロン法」
といわれるもので、マクロン氏が当時は経済相の首相であったときに主導して制定した法律であ
り、この時期から、解雇保護を後退させて企業のリストラを推進しようとする、積極的な意欲が窺
われる。この法律については、野田③論文も参照。
野田②論文を参照。
図表に記載している４種の雇用関連協定のほかに、当初の改正構想では、労働時間の変形制

（amenagement du temps de travail）に関する協定を統合することも予定されていた（「社会的
対話の強化のための措置をオルドナンスにより講じるための2017年９月15日の法律2017-1340号」
第１条を参照）。これは、「１週間を超える算定期間での」労働時間の変形制の導入についての企業
協定の適用を、労働者が拒否した場合に「その実施は……フルタイムの労働者にとっては労働契約
の変更とはしない」と定めており（L.3121-43条）、労働時間短縮協定と同じ法的効果を予定するも
のである。しかし、その後のマクロン・オルドナンスではこの規定は削除されることなく、現行法
としても独自に維持されているので、本稿では、「廃止・統合された」規定の表には書き入れなかっ
た。
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ところが、マクロン・オルドナンスは、これらの協定を廃止し、新L.2254-2条にお

いて集団的成果協定を設置することにより、「企業の運営に結びついた必要性に応

え、または、雇用の保持もしくは発展のため」という目的を持った、単一の企業協

定に造り替えることにした。そこで次に、その内容を、締結・目的および効力に分

けて検討しよう。

図表１：廃止・統合された雇用関連協定

協定名 根拠立法（廃止

規定）

目的と方法 協定に反する労

働契約への作用

拒否した労働者

の解雇

労働時間短縮協

定

2000年１月19日

の（略称）オブ

リ第２法（旧L.

1222-8条）

週の労働時間を

35時間以下とす

る時短を促進す

る。

時間数が減少し

ても「労働契約

の変更とはしな

い。」

人的事由による

解雇とする。

内部異動協定 2013年６月14日

の（略称）雇用

確実化法（旧L.

2242-19条）

人員削減目的で

ないことを前提

に、「企業内で職

業的または地理

的異動」を可能

とする。

労働契約の規定

は、「協定の有効

期間は停止され

る。」

経済的事由によ

る個別的解雇と

される。

雇用維持協定 2013年６月14日

の（略称）雇用

確実化法（旧L.

5125-1条）

景気悪化による

経営困難の際

に、雇用維持を

前提に賃金や労

働時間の調整を

認める。

労働契約の規定

は、「協定の適用

期間は停止され

る。」

経済的事由によ

る個別的解雇の

方法により言い

渡され、真実か

つ重大な理由に

基づく。

雇用保持発展協

定

2017年８月８日

の（略称）労働

改革法（旧 L.

2254-2条）

「雇用の保持ま

たは発展を目的

として」、報酬・

労働時間等の定

めをするが、月

例報酬引き下げ

は認めない。

労働契約に「成

り代わり」、労働

契約の約定は

「書かれてない

ものとみなされ

る」。

真実かつ重大な

理由を構成する

ものとされ、「経

済的事由による

個別解雇」の手

続による。

767（85-２-363）
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３.集団的成果協定の目的と締結

（１）集団的成果協定の目的・目標および内容

（ａ）目的・目標

集団的成果協定は、新規定によれば、上述のように①企業の良好な運営につなが

る必要性に応えること、または、②雇用を保持しまたは発展させることを目的とし

て、締結される。この２つの目的のうち、②は上述の雇用保持発展協定の目的をそ

のまま取り込んだものである。一方、①は目的を特定できない広い範囲をカバーす

るものであり、「がらくた箱（fourretout）」のようなものと評されている。そして、

法文上①と②とは「または」という接続詞でつながれているが、その意義において

①は②を包摂すると考えられるから、②を残す必要はなかったのではないかという

指摘が
(17)

ある。また、「それは、網羅的に列挙することの不可能な、数多くの状況を包

括することが認められており、例えば、企業の経営困難や経営再編のための企業の

再組織なども当然に含ま
(18)

れる。」この見解では、その目的にほぼ制限はなく、経済的

困難にとどまらず通常の経営計画に基づくものも含まれる。もっとも、これに対し

て、①の「必要性」という文言を重視して、この必要性とは、「言葉の正確な意味で

《必要な》、《不可欠な》、さらには企業運営のために《絶対的に現実化された》もの

でなければならない」とする見解も
(19)

ある。

（ｂ）協定の締結事項

集団的成果協定は、上記の目的を達成するために、次のことを定めうるものとさ

れる。すなわち、①労働時間の長さ、その組織方法、および配分の調整、②部門協

約の階層的最低
(20)

賃金を遵守の上での報酬の調整、③企業内部での職業的または地理

的異動の条件の決定、の３つである。

上記のように、これまでの４つの雇用関連協定を１つの協定に総合させたことに

（法政研究85-２-362）766

Antoine LYON-CAEN (sous la direction de),Ordonnance Macron,Commentaires pratiques et
 

nouvelles dispositions du code du travail,2017,p.67/.
Yves de La Villeguerin (sous la direction de),Reforme du code du travail, Ordonnances

 
Macron et code consolide,2017,p.105.
Jean.-François CESARO,L’autonomie dans les branches professionnelles et quelques mesures

 
portant sur la negociation collective,JCP S (La semaine juridique.social)20171306.
法文上は、「L.2253-1条１号にいう階層的最低賃金」と定められており、これは本論文第Ⅱ章で

紹介した、「部門協定が当然に優先適用される事項」（ブロック１）の、①号に定められる事項のこ
とである。本論文（１）第Ⅱ章２（１）（ｂ）（法政研究85巻１号（2018年）386頁を参照。）

マクロン・オルドナンスによる団体交渉システムの改革（２・完) F 11



より、集団的成果協定では労働時間関係、労働者の職種や勤務地の変更（異動）関

係、および報酬（賃金、諸手当等）関係という、幅広い領域についての条項を設け

ることができるようになった。

しかし、何より注目されるのは、報酬についての定めである。これについては、

上記の②に見られるように、部門協約の最低賃金さえ遵守すれば、歯止めのない報

酬減額が可能となる。この点、2013年の雇用維持協定では、「時間あたり賃金を、職

際最低賃金（SMIC）の20％増しの額以下に引き下げることは認められない」旨定め

られていたし（旧L.5124-1条）、また、2016年の雇用保持発展協定では、「協定は、労

働者の月例
(21)

報酬を減額させる効果を持つものであってはならない。」と定められてい

た（旧L.2254-
(22)

2条）。ところが、集団的成果協定ではこれらの歯止めがなくなり、部

門協約の協約最低賃金さえ遵守すれば足りることになる。それにより、新協定では、

例えば企業協定で設定していた月額賃金や諸手当の廃止による報酬の減額が、集団

的成果協定の締結によって可能になるであろう。こうして、「法定および協約最低賃

金の遵守を別にすれば、もはや賃金についてのガードレール（garde-fous）は失われ

てし
(23)

まった。」

他方、報酬以外の側面でも、職業格付けに関するガードレールも、やはり失われ

ている。というのは、かつての内部異動協定では、同協定が締結されることにより、

使用者は労働者の転勤や職種変更を命じうることになるが、その場合も労働者の職

業格付けが維持されることが義務づけられていた。しかし、集団的成果協定ではそ

のような歯止めもなく、職業格付けの引き下げを伴う異動（いわば降格配転）も可

能となったのである。ただし、「企業内部での……異動」という表現は保持されてい

るため、グループ内会社間異動（日本的にいえば出向）は、本条項によっても命じ

えない。

（ｃ）義務的な合意条項の廃止

集団的成果協定では、これまでの雇用関連協定では義務付けられていた種々の義

務的記載事項が廃止され、当事者は、協定の作成において、その内容を自由に決定

765（85-２-361）

ここで月例報酬の金額は、協定の署名前の３ヵ月間に労働者に支払われた報酬の１か月当たり
の平均額等と定められていた（旧 D.2254-1条）。
これらの規制については、野田③論文を参照。
Jean.-François CESARO,op.cit.
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することになった。これまでの雇用保持発展協定では義務的条項として定められて

いた条項は、新協定では当事者が自由に定めうる任意的条項になった。

すなわち、まず協定の前文について見ると、新規定では、協定は「その前文の中

で目標を明確に定める」ことが義務づけられている。この前文で、上記の、①労働

時間の調整、②報酬の引き下げ、③労働者の企業内配置転換のうちの、いずれを目

標とする協定であるかを明確に定めることが求められている。しかし、従来の雇用

保持発展協定では、同じく前文で目標を定めることが求められるだけでなく、その

ような前文がないと協定は無効と定められていた。これに対して、集団的成果協定

ではそのような無効の定めはみられない。つまり、前文における目標記載は義務で

あるとしても、違反に対して特別の制裁はない。

さらに、協定の条項においても、義務的条項の定めがなくなってしまった。雇用

保持発展協定では、必ず定めなければならない条項として、①その適用により「個

人生活または家庭生活に対する不均衡な侵害を被ることを主張する労働者の地位を

考慮して、とられるべき措置」。②「その適用とその期間内におこなう追跡調査につ

いての労働者への情報提供の方法」が明示されていた。ところが、集団的成果協定

では、「次の事項を定めることができる」とする、任意規定のみであり、そのような

ものとして、①協定の適用にともなう追跡調査とその情報提供、②協定による労働

者の不利益に見合った管理職や経営陣の不利益、③労働者の職業生活と個人生活の

調和、④労働契約の変更を拒否した労働者に対する解雇後の付添支援（accompagne-

ment）の方法に関する
(24)

条項が掲げられている。

最後に、協定の有効期間についても、集団的成果協定には何も定めがない。特段

の定めがない以上、労働協約の一般原則によることになり、それによれば、①協約

または協定は有効期間を定めまたは定めることなく締結することができ、②期間に

関する定めがないときには５年とされる（L.2222-4条）。この点、旧規定における雇

用保持発展協定では、協定は有期でなければならずその上限が５年とされていた。

しかし、新規定では、L.2222-4条のほうも2016年に改正がなされたために、集団的成

果協定としては期間についての独自規定が必要でないと判断されたものとみられ

（法政研究85-２-360）764

この④の条項は、L.2254-1条を全面改正した2017年のマクロン・オルドナンスには定められてい
なかったが、2018年３月の法律（注(５)を参照）で追加された。
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る。

（ｄ）協定の交渉と締結

集団的成果協定は、個別労働者の負担において、企業業績を高めようとするもの

であるから、その交渉は一般的には使用者の主導で開始され、この点では、これま

での雇用関連協定でも同様である。しかし、改正前の旧規定では、雇用維持発展協

定を締結するときには、その目的である「雇用の保持または発展」を確認するため

に、使用者は労働組合組織に必要なあらゆる情報を伝達し、「共有された診断」を確

定することが要件とされて
(25)

いた。しかし、集団的成果協定ではそのような情報伝達

や共同作業の規定は消滅しており、団体交渉の方式も緩和された。

その交渉および締結の方式は、本論文の第Ⅲ章で見た、多数派協定の方式でなさ

れる（オルドナンス1385号第17条でその旨が明記されている）。すなわち、企業に組

合委員が指名されており、これらの委員が交渉を行い、協定を締結するときには、

①直近の従業員代表選挙で50％を超える投票を得た代表的組合が署名するか、また

は、②50％以下ではあるが30％を超える代表的労働組合が署名をし、それに加えて

レフェランダム（意見調査）による賛成投票が要件となる。さらに、企業に組合委

員が指名されていないときには、企業が労働者50人未満の企業と同50人以上の企業

とで、それぞれ「非典型」協定の方式が認められている。その場合には、労働組合

組織から交渉委任を受けた労働者や、（零細企業では）労働組合組織の関与しない一

般労働者との交渉と従業員の意見調査による方式も可能であること、第Ⅱ章で説明

したとおりである。

４.集団的成果協定の効力

（１）労働契約に対する協定の優位

（ａ）協定に反する労働契約の条項への置き換え（substitution）

本章の２（１）で述べたように、集団的成果協定は労働協約に他ならないが、協

約の一般制度に反して次のように定める。協定の約定は、「報酬、労働時間および企

業内の職業的または地理的移動を含む、労働契約におけるそれに反するまたは両立

763（85-２-359）

野田②論文を参照。
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しない条項に、法律上当然に置き換えられる」（新L.2254-2条）。これは労働協約であ

る企業協定に対し、個別労働契約に優越する効力、言い換えると個別労働契約の定

める上記の労働条件等の水準を「引き下げる」効果を認めるものである。そして、

この効力自体は2016年の雇用保持発展協定において認められていたが、集団的成果

協定は、この効力を、報酬、労働時間、労働者の企業内異動という労働条件にも可

能とするものであり、このことこそが新協定の眼目である。

すなわち、この集団的成果協定は、上記のように、４種の雇用関連協定である、

労働時間短縮協定、内部異動協定、雇用維持協定および雇用維持発展協定を廃して

一本化したものである。それゆえに、同協定はこれまでの各協定が分担していた、

特定分野の企業協定の優位を、すべて取り込むことを明記しており、報酬、労働時

間、勤務場所・職種という主要な労働条件の分野について優位性を押し広げたこと

になる。

したがって、これによる効果の広がりは大きい。報酬面でいうと、例えば労働契

約で合意して支給されていた特定の事業所だけの手当について、一方的に廃止また

は減額することが可能となる。また、労働契約における勤務地限定合意や職種限定

合意は、これを排除する協定が契約の内容に「置き換えられる」ことになり、効力

を失う。その際に旧規定にみられた「人員削減をしないことを前提に」という、留

保も失わ
(26)

れる。さらに、労働時間については、すでに「週の労働時間を35時間以下

にする」というオブリ第２法のワークシェアリングによる雇用創出の役割は前面か

ら退き、労働時間の延長や配置・調整を含む変更一般が可能となる。

さらに、新規定の条文は、このように労働契約の規定が「置き換えられる」こと

を、次項に見るように、「労働契約の変更」と表現している。すなわち、これは労働

契約が集団的成果協定により同協定の存続期間に限り置き換わるのではなく、終局

的に変更されることを意味
(27)

する。

（法政研究85-２-358）762

ただし、ここで認められるのは「企業内での」異動であると明確に定められているから、フラン
スでもしばしば問題になる、会社グループ内の会社間異動（日本的にいえば「出向」）は、協定の
定めによって可能になるわけではない。
この点については、Pascal LOKIEC,Hierarchie des normes et negociation : le pari de la

 
confiance,Droit ouvrier,mars 2018p.142.ただし、同教授は、そのような解釈には慎重である
べきであるとする立場である。
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（ｂ）至高の合意としての「企業協定」

このように、これまでの雇用関連協定を総合し、さらにその効力を一般化するこ

とにより、集団的成果協定はそれが成立すれば、そこに定める広い領域で労働契約

の効力に優越することが認められる。これを可能ならしめる実質的根拠を、どのよ

うに理解すべきだろうか。これを、LOKIEC教授の巧みな
(28)

分析を借りて説明しておこ

う。

すなわち、このように企業協定を労働契約に優位させることについては、３種類

の考慮がこれを支える。第１に、フランスの伝統的法理における個別合意の絶対的

価値を示す法諺である「契約を語る者は、正義を語る」を、「協約を語る者は、正義

を語る」へ言い換えようとする理念である。すなわち、労働法における正義の追求

のためには、使用従属関係という怪しげな理念に支配される労働契約よりは、団体

的意思に基づく集団的合意を優先させるべきであるとする考慮である。第２に、企

業協定こそが、労働関係の主要な調整方式にならなければならないという理念であ

る。その考慮は、本稿の第Ⅲ章で見た、合意規範のヒエラルヒーの上位（＝部門協

約）に及ぶだけでなく、下位（＝労働契約）にも及ぶべきであるとする。そして、

第３に、いわゆる「ギブアンドテイク」交渉から派生した議論である。この交渉は、

雇用を守るためには、労働契約上の有利な定めを放棄することもやむなしという理

念を導くのであり、これは労働協約と個別労働契約間の連結原則を支配していた、

「有利原則」そのものを破壊することにつながった。これらの考慮が総じて、契約

の強制力に基づく「契約の抵抗能力」を、押さえ込んでしまう。

さらにいうと、これまでの優先的企業協定では、上記の表にも記載したように、

例えば「週35時間以下労働制の導入」、「企業の人員削減の回避」、「雇用の保持また

は発展」という、政策の一般利益と結びついた、「緊急やむを得ないという考慮」

（considerations imperieuses）という、正当化の根拠（大義名分）がみられた。と

ころが、マクロン・オルドナンスによる集団的成果協定には、そのような正当化の

根拠は求められず、「企業の運営に結びついた必要性」だけで十分とされる。この点

で、この協定はこれまでの優先的企業協定とは異質であり、状況についてオープン

761（85-２-357）

Pascal LOKIEC,op.cit.,p.144.
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な制度であって、特別の状況に対処するための制度であるとはいえない。労使は、

賃金、労働時間、配転に関する合意をなすにあたって、ごく一般的に、それが直接

に労働契約を変更する（次にみるように、拒否すると解雇しうる）本協定のタイプ

を選択することができるようになったので
(29)

ある。

かくして、集団的成果協定の締結は、労働契約の（契約の強制力という）抵抗に

対して、「契約の武装
(30)

解除」を迫るのである。

（２）労働者の解雇

（ａ）労働者の変更の拒否

新L.2254-2条第Ⅳパラグラフによれば、「労働者は、協定の適用により生ずるその

労働契約の変更を、拒絶することができる。」

具体的な進行としては、この協定が締結されると、使用者は、「確実かつ正確な日

付、協定の存在とその内容、ならびにこの協定を労働契約に適用することに同意し

または拒否することについての労働者各人の権利に言及した」通知を、あらゆる方

法でなすことができる。これを受けて、その適用を拒否する労働者は、通知を受け

た日から数えて１ヵ月の期間内に書面で使用者に通知する。

この手続は、労働契約の変更に関する、一般的な法定手続に準拠したものである。

すなわち、労働法典L.1222-6条は、1993年に当時判例が混乱状況に合った労働契約の

変更に関する問題に解決を与えるために立法化された規定であり（立法当時はL.

321-1-
(31)

2条）、オリジナル条文は次のように定める。「使用者が［経済的事由により］

労働契約の本質的変更を予定するときは、労働者に対して、受取証明付きの書留郵

便でその旨を通知する。╱この通知文書においては、労働者がその拒否を知らせる

（法政研究85-２-356）760

したがって、例えば労働時間の調整（＝変形制）について企業協定を締結しようとする場合に、
それは通常のタイプの変形制協定（L.3121-4条）であることも、この集団的成果協定であることも
可能であり（後者は、拒否すると解雇されうる）、労使は、当該協定でその性格を明確にしておく
必要がある。
Isabella MEYRAT,Droit du travail et droits des travailleurs : le grand desamement,Droit

 
ouvrier,2018,p.207. 同論文は、この個別労働契約の「武装解除」の原因を、①雇用関連協定に見
られるように、雇用保護という目的が労働契約に結び付けられて、契約の拘束力を弱めたこと、②
集団的成果協定という企業協定の条項が、労働契約に「置き換えられる」という法的効果を導いた
こと、の２点に求めている。
この規定の成立にかかる理論問題と意義については、野田進『労働契約の変更と解雇―フランス

と日本』（信山社、1997年）120頁を参照。なお、同規定は、その後2014年に会社倒産の場合の特則
が設けられたが、基本は維持されている。
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ために、受理の日から１か月の期間を有することを、通知するものとする。╱１か

月以内に返答をなさないときには、労働者は提案された変更に同意したとみなさ
(32)

れる。」

このように、通知されて１か月以内に郵送文書で拒否の意思表示をしなければな

らず、これをなさないときには承諾とみなすという趣旨は、両制度で共通である。

ということは、新L.2254-2条は、集団的成果協定による労働契約の「置き換え」を、

経済的事由による労働契約の変更の一手法（または、それに準ずる手法）として規

定したと解することができよう。

（ｂ）「特有種の」解雇

協定の適用拒否の通知がなされると、「使用者は、解雇手続に着手するために、労

働者から拒否の通知を受けてから２ヵ月の期間が認められる。この解雇は、真実か

つ重大な理由を構成する特有の事由に根拠を置くものとする」（同条第Ⅴパラグラ

フ）。

すなわち第１に、使用者は、拒否の通知を受けると２か月以内に解雇手続に着手

しなければならないことになるが、この期間制限は改正前の雇用保持発展協定の場

合には定めがなかった。労働者の地位の安定のために必要な期間制限である。

第２に、この定めによれば、本条での解雇は経済的事由による解雇や人的事由に

よる解雇といった、解雇の分類のいずれにも属するかの言及がなく、したがって解

雇の規制立法のらち外にある、いわば特有種（sui generis）の解雇である。この点、

これまでの雇用関連協定では拒否がなされた場合の解雇について、分類上の位置づ

けが示されていた。しかし、本条による解雇には、それらの位置づけはすべて放棄

され、企業協定由来の解雇という特有種が設けられたことになる。

第３に、この解雇は、始めから「真実かつ重大な理由を構成する」と定められて

いるから、労働者は裁判所（労働審判所）に対して、解雇理由の不当性（真実かつ

重大な理由を欠くこと）を争って訴えを提起することが妨げられる。この点では、

雇用保持発展協定の適用拒否の場合の解雇では、「特殊の事由（un motif specifi-

759（85-２-355）

なお、経済的事由ではなく、人的事由による労働契約の変更の場合には、こうした手続は定めら
れていないから、書面による通知や承諾または拒否期間の制限もない。この事情についても、野田・
前掲『労働契約の変更と解雇』120頁以下を参照。
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que）」によると定めながら、「経済的事由による個別解雇」の手続によると定めてい

たから、なおそうした解雇としての一般的な不当性を問題にする余地が議論されて
(33)

いた。これに対して、集団的成果協定による契約変更を拒否して解雇された労働者

がその不当性を主張しうるのは、①協定の成立が一般的な法定要件に反しているこ

と、②本条の要件を満たしていない（例えば、協定の目的・目標が特定されていな

い）ことしかないと解されて
(34)

いる。

この解雇においては、本条で特定された手続、すなわち、事前面談の義務、解雇

の書面通知、解雇予告と予告補償手当、解雇手当、雇用証明書の発行、金銭の清算

の手続だけが義務づけられる。

このように、集団的成果協定に由来する解雇では、経済的事由による労働契約の

変更の方式を模していながら、その拒否の結果としての解雇については通常の解雇

規制を逸脱した取扱いがなされる。

（ｃ）労働者の再就職支援

旧規定による雇用保持発展協定では、同協定により生じた解雇について、労働者

の再就職のための個人別支援への誘導政策が特徴的であった。すなわち、使用者は

解雇の事前面談に際して、労働者に個人別支援コース（parcours d’accompagne-

ment personnalise）を提案しなければならず、労働者がこれに同意したときには、

労働契約は解雇によらない方法で終了するものとされた（ただし、解雇手当は支払

わ
(35)

れる）。労働契約の終了を、再就職のための職業訓練につなぐ方式であった。

しかし、新規定の集団的成果協定ではこれらの施策は廃止された。新規定では、

こうした積極的な誘導策は定められず、被解雇者は雇用センター（Pole-emploi）で、

「求職者として登録され、個人別支援を受けることができ、……失業保障を受ける

ことができる」にすぎない。他方で、使用者は、職業訓練のための資金提供を行う

ことが求められるにとどまる。すなわち、使用者は集団的成果協定に基づき、また

はその条項がないときにはみずからの判断で、被解雇労働者の個人別職業訓練勘定

に資金提供する（abonder）ものとされる。

（法政研究85-２-354）758

この議論については、野田②論文Ⅲ３（２）（Ｂ）（法政研究84巻３号229頁）を参照。
Pascal LOKIEC,op.cit.,p.144
詳細は、野田②論文「Ⅳ２ 個人別支援コース」（法政研究84巻３号227頁）を参照。
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参考：マクロン・オルドナンスによる新L.2254-2条（2018年３月29日オルドナンス

による一部改正を含む）の訳出

新L.2254-2条（［ ］内の挿入は、訳者注である）

Ⅰ.－集団的成果協定（un accord de performance collective）は、企業の良

好な運営に結びついた必要性に応え、雇用を保持しまたは発展させるために、次

のことをなすことができる。

－労働時間、その組織態様、配分を調整する。

－SMIC（法定一律最低賃金）および協約最低賃金を遵守の上で報酬を調整する、

－企業内部での職業的または地理的移動の条件を決定する。

Ⅱ.－この協定は、その前文の中でその目標を明確に定め、次の事項を定める

ことができる。

⑴ その全期間中の協定の適用と追跡調査についての労働者への情報提供、およ

び必要あるときには、協定期間中における労働者の状況の検証の方法。

⑵ 全期間内で、次に定める者が、労働者に要求される努力に見合った努力を果

たす条件：

－協定の適用領域内で活動する労働者たる管理職。

－経営および監査の機関の権限への尊重の下で、会社の代理人および株主。

⑶ 労働者の職業生活が、その個人生活または家庭生活と調和がとれるようにす

る方法。

⑷ 労働者の個別支援、ならびに、本条Ⅵにいうデクレで定める最低額を超えた

職業訓練の個人勘定の増額の方法。

協定が、特に週を超える対象期間での労働時間の調整の方式を実施するときに

はL.3121-41条［週超え単位での労働時間の調整］、L.3121-42条［同左］、L.3121-44

条［団体交渉の対象事項］およびL.3121-47条［変更の予告期間は７日］の規定が

適用される。

L.3121-53条からL.3121-66までの規定［年次フォルフェ］は、協定が年次的フォ

ルフェの体制を実施または変更したときに適用される。ただし、単純変更の場合

757（85-２-353）
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のL.3121-55条およびL.3121-64条５号はその限りでない。

協定が年次フォルフェの方式を変更するとき、本条ⅢおよびⅣにしたがった、

協定の適用についての労働者の同意意見は、法律上当然に、年次フォルフェの方

式に関する協定の約定の適用を引き起こす。

Ⅲ.－協定の約定は、報酬、労働事件および企業内の職業的または地理的移動

を含む、労働契約におけるそれに反するまたは両立しない条項に、法律上当然に

置き換えられる。

労働者は、協定の適用により生ずるその労働契約の変更を、拒絶することがで

きる。

Ⅳ.－労働者は、使用者に対してその拒否の意思を書面で知らせるために、使

用者からその通知を受けた日から起算して１ヵ月の期間が認められる。使用者か

らのこの通知は、確実かつ正確な日付、協定の存在とその内容、ならびにこの協

定を労働契約に適用することに同意しまたは拒否することについての労働者各人

の権利に言及した、あらゆる方法でなすことができる。

Ⅴ.－使用者は、解雇手続に着手するために、労働者から拒否の通知を受けて

から２ヵ月の期間が認められる。この解雇は、真実かつ重大な理由を構成する特

有の事由に根拠を置くものとする。この解雇は、L.1232-2条からL.1232-14条［人

的事由による解雇］、ならびに、L.1234-1条からL.1234-11条［解雇予告、解雇通

知、］、L.1234-14条［公共部門での解雇予告等］、L.1234-18条［施行規行の定の］、

L.1234-19条［雇用証明書］及びL.1234-20条［清算書の交付］に定める方法と条件

のみに従う。

Ⅵ.－労働者は、解雇から生じた求職者として登録され、付添支援を受けるこ

とができ、L.5422-20条にいう協定［失業補償に関する契約］の定める条件で補償

を受けることができる。本条Ⅱの第４号にいう約定が定められていないときには、

使用者は、労働者の個人別職業訓練勘定に資金提供する（abonder）。この資金提

供は、毎年度この勘定の貸方に記入される［職業訓練の］時間数、およびL.6323-11

条にいう上限の計算方式の中には算入されない。

（法政研究85-２-352）756
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５.小括＝集団的成果協定の評価

（１）労働法の理論サイクルの破綻

以上、１から４までに述べたように、集団的成果協定は、労働時間削減協定、雇

用維持協定、内部異動協定、および雇用保持発展協定を統合するというコンセプト

で定められたものであるが、統合するというだけでは説明できない、強力で幅広い

効力を持つ制度に生まれ変わった。

第１に、集団的成果協定は、かつての雇用関連協定における、労働時間の短縮、

企業内人事異動、雇用の維持、雇用の保持または発展という目的を統合して、「企業

の運営に結びついた必要性に応え」るという広い目的のもとで、①労働者の報酬の

減額措置、②労働時間の延長や調整、③企業内配置転換という、労働条件の根幹部

分について、集団的合意を取り結ぶことができるようになった。

第２に、この措置は、労働契約の変更をもたらすものであることを前提に、労働

者がこれを拒否した場合の解雇には従来にない処理がなされるものとされた。すな

わち、その解雇は、端的に「真実かつ重大な事由を構成する特有の事由」によると

定められて、解雇の手続的規制のみを受けるにすぎない。それは、この国で発達し

た労働契約の変更法理および解雇制限法理から、離脱することを意味し、しかも上

記のようにその対象が広いことから、解雇の規制を空洞化する可能性をはらむ。

第３に、この解雇による雇用の喪失について、使用者は労働者の再就職や職業訓

練について特段の配慮をなす必要もなく、それらについては公的機関（雇用セン

ター）にいわば丸投げして、その個人別勘定に資金組み入れをするだけで足りる。

全体としてみれば、労働契約の効力（契約の強制力）⇒解雇制限⇒雇用保障とい

う、これまでの労働契約と雇用に関する基盤的な連鎖が、この集団的成果協定の締

結を基軸に大きく書き換えられてしまい、契約の強制力低下⇒解雇制限の低落⇒雇

用保障の後退という、新しい連鎖に転換されたといいうる。2016年労働改革法で設

けられた「雇用保持発展協定」は、限定された範囲と条件の下で、企業協定の労働

契約に対する優越を定めるものであり、労働法改革の「実験場」といいうるもので
(36)

あった。ところが、集団的成果協定の場合は、もはや実験ではなく、「攻撃的協定」

755（85-２-351）

野田②論文を参照。
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の実践現場そのものなのである。

（２）積極的な見解

労働協約と労働契約の関係に関して、このような従来の理念の破綻と転換を正当

化するのは、「企業の良好な運営に結びついた必要性」を目的に締結される企業協定

の尊重ただ一点あり、そこに集約された労使の一般利益ということになろう。そし

て、この企業の良好な運営という観点から企業交渉・協定を最大限に評価する立場

も、学説の中には見受けら
(37)

れる。

その見解によれば、フランスのこれまでの労働立法では、労働協約はより有利な

労働契約に対して、常に補足的な規範として甘んじなければならず、新しい協約規

範に対しては「労働契約の抵抗力」が常に障害となった。「経済発展と労働者保護の

調和という利益のもとに、各コンテキストで作り上げられた、労働協約のネットワー

クの実質的な効果は、労働契約により縛られてきた。」このような「労働契約の抵抗

力」を打ち破るものとして、新しい制度では次の２点が、歓迎されるべき改革であ

る。「第１に、その実施に当たっては、企業運営の必要性または雇用の保持発展を援

用するだけで足り、必ずしも経済的困難に見舞われている必要はないこと。第２に、

雇用維持協定ではその締結に伴い課されなければならなかった、また、そのために

協定の成功に影響を及ぼしていた、困難な手綱（手続や協定事項の制限）は、もは

や存在しない。」このように、フランス労働法を支配してきた、労働契約という規制

（労働契約の抵抗力）からの解放こそが、集団的成果協定の最大のメリットとなる。

この理解によれば、労働契約は、企業の発展と労働者の保護という役割を持つ労

働協約の機能を妨げる障害物にほかならず、労働契約に対する労働協約の優位を認

める関係性こそが、「新しい至福の連結」に他ならない。のみならず、この見解は、

今回の改革だけではまだ不十分であり、さらに２点において協定が強化されるべき

であるとする。第１に、集団的成果協定は、報酬、労働時間、企業内異動に限られ

るのではなく、労働条件全般（例えば、個別労働契約で認められている、法定基準

より長い解雇予告期間、法定外の特別休暇の付与など）についての調整が認められ

るべきある。第２に、労働契約の変更について、それがこの集団的成果協定に由来

（法政研究85-２-350）754

J.BARTHELEMY et Gilbert CETTE,Contrat de travail et accord collectif :une bienheureuse
 

nouvelle articulation,Dr.soc.2018,p.70.
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するのか、通常の企業協定によるのか、それとも労働協約の介在しない労働契約の

変更であるかを、明確に区別する基準が必要である。

しかし、長期的に見れば、「オルドナンスは、労使に対し、みずから労働関係を支

配する規範を作り出すことを可能にすることで、社会進歩を強く押し進めた。」新規

制は、「経済的有効性と労働者の保護の両方を引き上げることで、企業の活力化の強

い可能性をもたらす」。

第Ⅴ章 企業交渉を支える新たな制度枠組み

１.企業審議会および労働協約観測

（１）企業交渉・協定促進の補助システム

本稿の第Ⅲ章で見たように、企業交渉および企業協定の適用は、産業部門の交渉

より優先的な地位が確保されるのが原則であり、さらに第Ⅳ章で見たように、集団

的成果協定が締結されると、より有利な個別労働契約に代わって適用されうる。そ

のような、高度な権能と機能的な役割が付与されている以上、これを促進しつつ統

治する仕組みが必要となり、そのための補完的なシステムが不可欠と考えられた。

そのシステムを考えるに当たっては、まずは、マクロン・オルドナンスにおいて、

従来の企業委員会と従業員代表委員、衛生安全労働条件委員会を併合して設置した、

社会経済委員会（comitesocial et economique）に目を向ける必要がある。しかし、

同委員会の機能は多面的であり、企業交渉・企業協定に関する役割はその全機能の

中のごく一部であることから、ここでは同委員会についての検討は差し控え、別の

機会に改めてこれを検討することにする。そこで本稿では、企業交渉および協定の

補助システムとして、新たに設置された、企業審議会および企業交渉促進センター

を、以下に検討する。

（２）企業審議会

（ａ）企業審議会の設置

マクロン・オルドナンスの一つである「企業内の社会的経済的対話の新しい組織

に関連して労働組合の責任の行使と価値評価を高めるオルドナンス」は、企業内の

従業員代表組織を再編成すること（特に、社会経済委員会の設置）を主目的とする

753（85-２-349）
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オルドナンスであるが、それとともに、第２編「団体交渉の実施条件を優遇する」

との編立ての中で、企業審議会（Conseil d’entreprise）という新しい企業内制度を

設立した（労働法典L.2321-
(38)

1条以下）。企業審議会は、社会経済委員会の業務を代行

するために企業に設置される制度である。しかし、それ以外に、企業協定を交渉し

締結、改定、解約する権限が付与されており、ここでは後者の権限が注目される。

企業審議会は、労働協約（協定）に基づき設置されるが、その労働協約の方式は

組合代表委員が指名されている企業であるか否かで異なる。組合代表委員の指名さ

れている企業では、企業審議会は、本稿の第Ⅲ章でみた多数派協定の方式（L.2232-12

条第１項）にもとづき、多数派協定の条件で締結される（L.2321-2条）。他方、組合

代表委員の指名されていない企業では、企業審議会の設置は、同じく第Ⅲ章で見た

組合代表委員がいない企業での企業交渉・協定の方式によるのではなく、部門協定

（拡張適用される部門協定）によってその設置が決定される。

後者の場合に、産業部門で企業審議会に関する協定が締結されたからといって、

その適用下の企業で企業審議会の設置が労使に強制されるわけではないと解されて
(39)

いる。しかし、企業協定の締結に積極的な企業では、組合代表委員に代わる協定当

事者の機能を持つものとして、労使は（特に使用者は）これを受け入れることにな

る。

企業審議会を定めるこれらの協定は、期間の定めのない労働協約として締結され

る（L.2351-2条）。この点は、労働協約の期間を５年とする一般原則とは異なる例外

的な取扱いであり、この制度が常設の組織として設置されることが予定されている

ことを意味する。また、企業審議会が設置されるのは、企業レベルだけであり、事

業所レベルでは認められない。ただし、企業審議会において特定の事業所だけに適

用される事業所協定を締結することは可能である。

本稿第Ⅲ章で見たように、労働者50人未満の企業では、多様な「非典型」の労働

者側当事者が、法律で認められたすべての事項について、使用者と交渉をすること

が可能であり、その意味で企業審議会の設置のメリットは相対的なものにとどまる。

（法政研究85-２-348）752

マクロン・オルドナンスの制定時は、L.2320-1条以下あったが、その後の改正で条数が変わって
いる（内容にも部分的な修正がなされている。）
Antoine LYON-CAEN (sous la direction de),Ordonnance Macron,p.181et suiv.
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これに対して、50人以上の企業では、特定の交渉事項について委任を受けた者はそ

の事項の限りでしか交渉をなすことができないところ、常設の企業審議会を設置し

ていれば、生じうるすべての交渉事項について交渉が可能であり、設置の実益が明

らかで
(40)

ある。さらには、労働者が50人以上の企業で、部門の代表的労働組合が組合

代表委員を指名せず、また社会経済委員会の労働者側代表に交渉委任もしないとき、

要するに関係の労働組合が当該企業での団体交渉に消極的であるときにも、その企

業の使用者としては企業審議会を設置しておけば交渉を実施するチャンネルが残さ

れていることになる。

（ｂ）設置協定の内容

企業審議会を設置する協定については、次の事項が義務的な協定事項として定め

られている。①交渉が事業所のレベルで実施されるための方式。②企業審議会の同

意を得なければならない事項のリスト（例えば、職業的平等に関する事項）。③審議

会の委員が有給で活動することのできる、会議参加のための時
(41)

間数、および審議会

委員の出張費用の償還等である。（L.2321-2条以下）

また、任意的条項として、この設置協定では、企業審議会の委員が協約交渉に参

加する委員の構成、交渉事項の全部または一部について定期的開催の頻度を定めて

おくことができる（L.2321-7条以下）。

（ｃ）企業審議会の構成

法律では、企業審議会を構成する委員の数や資格について、何も定めを設けてい

ない。しかし、実際には、社会経済委員会の労働者側の選出メンバーが、これを構

成すると考えられている。一定規模の企業で複数の事業所が存在するときには、中

央社会経済委員会の委員が、企業審議会の委員の立場で事業所レベルでの団体交渉

の任に就くことになる。なお、指名された組合代表委員が、企業審議会の委員とな

り得るかは１つの問題とされているが、組合代表委員の資格で団体交渉への参加時

間について賃金保障されることは考えがたく、組合代表委員の資格で企業審議会の

委員になることは想定されていないといわれる。

751（85-２-347）

Antoine LYON-CAEN (sous la direction de),Ordonnance Macron,p.182.
政令（2017年12月29日のデクレ第2017-1819号第１条）で、最低時間数が定められており、１ヵ

月当たり、従業員149人までの企業では12時間、150人～499人で18時間、500人以上で24時間と定め
られた（R.2321-1条）。
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（ｄ）企業審議会の権限

企業審議会は上記のように企業の社会経済委員会と同じ権限を有するとともに、

それに加えて、組合代表委員に成り代わって企業レベルの団体交渉を行い協定に署

名することができる。社会経済委員会の設置されている企業では、後者の権限こそ

が企業審議会の独自の権限である。部門の労働組合が、当該企業に組合代表委員を

指名しない事情にあるときに、企業としてはその代替として企業審議会を設置する

ことで、スムーズな企業交渉・協定を実施することになる。

ただし、企業審議会による企業協定では、経済的事由による解雇の際の雇用保護

計画（plan de sauvegarde de l’emploi）の内容に関する協定（L.1233-24-1条）、従

業員代表の選挙前協定の議定書に関する協定（L.2314-3-1条）、および本稿第Ⅳ章で

見た集団的成果協定（L.2254-2条）の３種については、協定を結ぶことができない。

これらの規定は、関係労働者の労働契約や雇用への効力が直接的であることから、

企業審議会の関与の範囲外に置かれたものと思われる。

企業審議会による企業協定の締結に当たっては、同審議会における委員の過半数

による署名、または、直近の職業選挙において有効投票の過半数の投票を得た委員

（１名または複数）の署名による必要があり、これが協定の効力発生要件となる（L.

2321-9条）。

（ｅ）拒否権

企業審議会の設置を定める企業協定では、その重要性に鑑み、必ず企業審議会の

同意意見に服しなければならない協定事項のリストを定めておくことができる（L.

2321-3条）。重要な労働条件に当たるものがリストに組み入れられることになり、例

えば、職業訓練に関する事項や、職業上の平等取扱い条項などがそれにあたる。こ

のルールは、企業審議会という組織に企業での規範設定について同意意見を要件に

したことになり、逆に言えば使用者の措置に対する拒否権（droit de veto）を付与

したものともいいうる。これは、ドイツの事業所委員会の方式をモデルにしている

との評価が
(42)

ある。

（法政研究85-２-346）750

ここでは、ドイツの事業所委員会（Betriebsrat）における共同決定方式が念頭に置かれている。
このように、フランスにおける企業審議会の設立が、ドイツの事業所委員会への接近の第一歩であ
るとして、両者の類似点と相違点を検討する興味深い論考がある。Patrick RÉMY, Le conseil

 
d’entreprise:un premier pas ver le conseil d’etablissement allemend ?,Droit social20171050.
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（３）労使および労働行政における企業交渉促進

以上とは観点を異にするが、マクロン・オルドナンスでは、地方の労働行政のレ

ベルで、企業交渉および協定（広く言えば「社会的対話」）を促進しようとする新た

な制度が創設された。「社会的対話及び団体交渉分析支援センター（observatoire
 

d’analyse et d’appui au dialogue social et ala negociation）」といわれるものであ

る。

それは県レベルでの労働行政当局により設置される組織であり、その役割は、県

の労働者数50人未満の企業の内部において、社会的対話および団体交渉の発展を促

進し奨励するというものである（L.2234-4条）

同センターは三者構成で組織され、労働者側の委員、使用者側の委員に加えて、

労働行政からメンバーが出される。労働側委員はその県レベルで代表的な労働組合

組織から、使用者側は職際的なレベルで代表的な組織から指名されることになって

おり、この要件を満たす労働側および使用者側の各組織は、このセンターに１議席

を保有する。行政庁の代表が、これに加わる。労使の一方の代表が交代でその活動

を主宰し、行政官庁の代表が事務局を担当する（L.2234-5条）。

センターの任務は、次のとおりである。①その県における「社会的対話」の実情

について、年度報告書（bilan annuel）を作成する。②企業内での交渉に際して発生

したあらゆる問題点について、労働組合がおよび使用者の組織から解決を付託され

る。③その管轄下の企業に対して、社会法の領域における法律専門家の協力を提供

する。なお、新機軸の制度である、この社会的対話及び団体交渉分析支援センター

については、その設置および運営の細則（特に委員の指名方法等）について、
(43)

規則

が定められている。

749（85-２-345）

もっとも、本稿では検討しないが、社会経済委員会こそがドイツの事業所委員会をめざすもので
あるとの評価もみられ（J.BARTHELEMY et Gilbert CETTE,op.cit.）、いずれにせよ、新しい制度
では事業所レベルでのドイツの利益代表モデルが意識されているようである。

社会的対話及び団体交渉分析支援センターの設置に関する2017年11月28日のデクレ第
2017-1612号」が制定され、各規定は労働法典規則部に組み入れられている。
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２.労働協約の確実化

（１）労働協約の確実化

マクロン・オルドナンスは、これまで見てきたように、企業交渉・協定を助成し

推進するための多様な制度的枠組みを構築してきたが、さらには成立した企業協定

の効力を「確実化（securisation）」するための政策も設けられている。この確実化

の政策は、企業協定だけでなく労働協約一般にも妥当するが、特に基盤の脆弱な企

業協定において配慮された政策とみることができる。そうした観点から、以下では、

労働協約における適法性の推定および労働協約の無効訴訟の出訴期間についての定

めを検討しておく。

（２）労働協約における適法性の推定

適法性の推定」とは、法律の条件を満たして締結された労働協約・協定について

は適法性が推定されるという趣旨であり、これもマクロン・オルドナンスで定めら

れた（オルドナンス４条）。これにより新設された労働法典の条文（L.2262-13条）で

は、「労働協約または団体協定においては、それを支配する法的諸条件に合致してい

ないことを証明するのは、その労働協約または団体協定の適法性に異議を申し立て

る者に帰する。」として、その趣旨を簡略に定めている。

この適法性の推定という趣旨は、法文上は労働協約全般に及ぶ文言であるが、こ

こでも企業協定を念頭に置いたものと考えられている。例えば、同条に関する立法

趣旨として、マクロン・オルドナンスの授権法案の趣
(44)

意書の述べるところによれば、

「企業交渉の当事者たちが、信頼に満ち溢れた、広大な［交渉という］作業現場に

身を投じることを、私たちが望むならば、協約の［法的］確実性は不可欠である。」

と論じている。言い換えると、特に中小企業の団体交渉を促進するにあたっては、

それが法的知識の専門家の介在しない場でなされることが多いことから、適法性の

推定を確認することによりその確実性を保障する必要があると考えられたといえよ

う。

もっとも、労働協約における適法性の推定の理論それ自体は、近年の破毀院判決

で繰り返されたものであり、確立した判例法理と考えられていた。すなわち、破毀

（法政研究85-２-344）748

PROJET DE LOI d’habilitation a prendre par ordonnances les mesures pour le renforce-
ment du dialogue social,27juin 2017,p.27.

マクロン・オルドナンスによる団体交渉システムの改革（２・完) F 29



院社会部は2015年の判決で、適法に交渉・署名された労働協約または団体協定は「正

当であると推定され、したがって、それが職業的属性のあらゆる考慮に反して不当

であることの証明は、それを争う者に課せられる。」と判断
(45)

して、このことを確認し、

その後にも別の労働者間の均等待遇の事案で、同様の趣旨の判決が繰り返されてい

た。したがって、新設された上記L.2262-13条はこうした判例法理を確認したものに

すぎず、これまでの法理（民事訴訟法上の立証原則）を変更するものでもない。む

しろ、そのような定めを置くことで、ともすれば変動しやすい労働協約について、

安定的な法理の形成を狙おうとしたものと解されて
(46)

いる。

（３）労働協約または団体協定の無効訴訟の出訴期間

労働協約または団体協定の「確実化」の第２弾は、労働協約または団体協定にお

ける無効を求める訴訟の出訴期間（prescription）を、２か月に短縮したことである。

この種の訴訟は、民法典の定める一般原則に従い（民法典2224条）、出訴期間は５年

であったところ、マクロン・オルドナンスはこれに特別規定を設けた（同オルドナ

ンス４条）。

すなわち、「労働協約または団体協定の全部または一部の規定の無効を求める訴権

は、……２か月の期間内に着手しなければならず、これを過ぎると不受理となる」

（労働法典L.2262-14条）。そして、この期間の起算点は、①企業内に組合支部を有す

る労働組合組織があるときには、この組合に対して企業協定を通知したとき、また

はそれ以外の場合には、②労働協約または団体協定を公示したとき（具体的には全

国データベースで公開されたとき。L.2231-5-1条）である。

このような短期の期間を設定した趣旨として、上記授権法の立法趣意書は、労働

協約または団体協定を確実化するために有効であるのみならず、短期間の適用しか

なされていない以上、協約の無効判決が下された場合の遡及効の影響を限定的にす

747（85-２-343）

Soc.27janv.2015,no 13-22.179. 予防コンサルタント・研究会社の従業員で組織する全国連合
体（CGT傘下）が、技術研究者・エンジニア・技術コンサルタントの全国労働協約において、エン
ジニア・幹部職員のカテゴリーと一般職員・技術員・職工長のカテゴリーとの間で、解雇予告期間
その他６事項について、処遇における格差を設けてられており、平等取扱いの原則に反するとし
て、それらの協約条項の無効を求めて訴えを提起した。破毀院は、次のように判断して、請求を棄
却した。「労働者の権利と利益を擁護する権限を与えられ、労働者が投票により直接に参加する代
表的労働組合により交渉・署名された労働協約または団体協定において、そこに処遇の格差が認め
られるとしても、それは正当であると推定され、したがって、それが職業的属性のあらゆる考慮に
反して不当であることの証明は、それを争う者に課せられる。」
Jean-François CESARO,op.cit.,p.19.
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るという点を掲げて
(47)

いる。ここでも適法性の推定の場合と同様に、企業協定の効力

をより確実にすることで、特に中小企業での企業協定への不安を緩和し、締結を誘

導するための施策であることは、明らかであったろう。

（４）無効判断における効果の調整

労働協約の全部または一部条項が所定の要件を満たさないためにそれらの効力が

争われた場合に、裁判所がそれの条項の取消（annulation）を命ずる判決を下したと

きには、取消の遡及効により当該条項は遡って効力を失うのが原則である、しかし、

裁判所では、これまでも取消の効果を調整することにより、労働協約の無効の遡及

効を放棄させる可能性を保有すると解されていた。もっとも、裁判所のこの権能は

実際にはほとんど使われることはなく、今日まで労働法典に定められることもな

かった。

しかし、年間固定労働日
(48)

数制（forfait annuel en jours）に関する協定についての

最近の一連の紛争により、こうした状況が問題視されるに至った。すなわち、この

年間労働日数制の導入のための一部産業部門（化学、建築土木、卸売業等）では、

この年間労働日数制についての部門協約を締結していたところ、破毀院は、対象者

の拘束時間や責任がこの制度の要件に照らして合理性を欠き（L.3121-60条参照）、労

働者の安全と健康を保障するものでないと判断して、協定を無効とする判断を次々

と下した。そのために、年間労働日数制の個別合意も無効となり、使用者は多数の

労働者に対する時間外労働の割増賃金の支払い義務を課せられることになった。政

府は、この問題を重視して、「規範の解りやすさと裁判所に残された評価の幅という

趣旨」から、この原則の法典化が有益であると判断した。

これをふまえて、マクロン・オルドナンスは、労働法典に新規定（L.2262-15条）

を設けることで、不遡及の制度を確実化した。すなわち、裁判所が労働協約・団体

協定の全部または一部規定を取り消す判決を下す場合、裁判所は一定の場合には取

PROJET DE LOI d’habilitation a prendre par ordonnances les mesures pour le renforce-
ment du dialogue social,27juin 2017,p.28.
年間固定労働日数制は、年間の労働日数とそれに対する報酬を合意しておく制度であり、その場

合に労働者の賃金は、所定労働日数の範囲内では、実労働時間にかかわらず定額となる。また、対
象労働者には、法定労働時間及び労働時間の上限（１日10時間、12週間平均で週44時間）及び超過
勤務手当の規制が及ばない。この制度の対象となるのは、労働時間等において自律性を有する幹部
職員や労働時間のあらかじめ決めておくことが適当でない自律性の高い一般職員に限られる（L.
3121-58条以下）。

（法政研究85-２-342）746
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消に遡及効を認めず、またはその効力発生時を調整することができる。裁判官は、

この遡及効の制限を、取消のもたらす効果、客観情勢、一般利益などから見て、過

度な結果をもたらすとみなすときに行使することができる。

この定めは、労働協約一般に関するものではあるが、やはり時効期間の制限と同

様に、実際には特に企業協定において確実化の効果をもたらす。取消の遡及効が及

ぶことを懸念して、その締結をためらう使用者に対して不安を除去し、それにより

企業協定の利用を促進する趣旨であろう。

むすび―企業法のサブシステムとしての団体交渉

（１）際立つ企業レベル交渉の優越性

以上、本稿では、マクロン・オルドナンスにおける団体交渉システムの改革の状

況について、改革に至るまでの法理上の発展経過を確認した上で（第Ⅰ章）、企業協

定の部門協約に対する優越的な地位を保障する制度（第Ⅱ章）、特に中小企業におい

て企業交渉・協定を強力に誘導する制度（第Ⅲ章）、集団的成果協定という企業協定

の労働契約に対する優越的効力（第Ⅳ章）、および企業交渉・協定を促進するための

制度的枠組み（第Ⅴ章）を検討してきた。

この一連の検討の流れから解るように、マクロン・オルドナンスによる団体交渉

システムの改革拠点は、常に企業である。同オルドナンスにいう「社会的対話」と

は、企業レベルでの団体交渉または企業内の労使対話にほかならない。企業レベル

交渉の優越性は、両方面において、際立っていた。すなわち、企業交渉・協定は、

一方で産業部門の交渉・協約に対して優越し、もう一方では集団的成果協定により

個別労働契約に対しても優越的な地位を誇る。こうして、企業協定はフランスの労

働法規範の中で、突出した優越性が保障されたのである。

こうした優越性の保障を背景に、企業交渉・協定は、強力な誘導策・促進策によ

り締結が促進される。わけても、中小零細企業に対する交渉ないし「対話」の促進

策は、これまでの共通理解であった労働組合を中核とする集団的労働関係法の基本

原則さえ逸脱しており、もはや一線を越えた領域に至っている。さらには、企業審

議会など企業交渉・協定を側面から支援する制度も設けられる。

745（85-２-341）
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しかし、このように企業を中核とする交渉システムへの転換について、それに内

在する問題は、これまでも常に指摘されてきた。LOKIEC教授によれば、それは要

約次の３点に収れん
(49)

する。

第１に、そもそも企業交渉では、部門レベルでの交渉に比べて、交渉当事者間の

力の不均衡が重大であり、とりわけ雇用情勢の不安な時期には、よく知られる使用

者の切り札の言葉、「雇用への脅し（chandage al’emploi）」という脅威が投げかけ

られる。

第２に、「アラカルト労働法」の危険である。すなわち、毎年新たに35,000件もの

数で生み出される企業協定に対しては、裁判所も労働監督官も、それらの適法性の

コントロールが困難であり、膨大な量の企業協定よりも法律による一律の規制の方

が有益なはずである。ところが、企業協定には広い範囲で優先適用が認められ、そ

の企業固有の事情に応じた自前の規制が選びとられてしまう。

第３に、これらにより、こんにち、企業協定によるソーシャルダンピングという

危険が生み出されてくる。それは、かつては抽象的な危機のレベルで論じられてい

たが、今日では具体的な危険になっており、報酬の引き下げは直接的な危機を招く

だけでなく、特に諸手当（報酬の重要な部分）は企業協定の優先領域に入り込んで、

引き下げ競争の事態が現に生じている。労働時間においても、例えば時間外労働の

割増率は企業協定の決定領域であり、その低下が割増賃金の低下を招く。

（２）企業協定の機能のベクトル

このように企業協定の危険を指摘し、その台頭に警鐘を打ち鳴らす議論は、今に

始まったわけではない。本稿の第Ⅱ章で述べたように、1971年の法律により企業協

定の締結の可能性が導入されたときに、それがごく狭い事項でしか認められなかっ

たこと、および、2004年のフィヨン法で企業交渉・協定の範囲が広く認められたと

きにも、いわゆる「錠前条項」により実際には広がりが制限されたこと、これらは

企業交渉・協定のもつ、上記のような危険が意識されたからに他ならない。

ところで、本稿第Ⅱ章で示したように、かつてのフランスの労使関係、1970年代

から1990年代までの時期において、今日と同じように、社会的パートナーおよび立

（法政研究85-２-340）744

Pascal LOKIEC, Hierarechie des normes et negociation : le pari de la confiance, Droit
 

ouvrier 2018p.142.
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法者が集団的労使関係による規範の主軸を企業に移し、企業協定を重視した時期が

あった。それは、この国の高度経済成長の基調を背景に、企業レベルで生じた賃金

等の利益向上（賃金ドリフト）を、労働者に直接に還元することを可能ならしめる

ためであった。企業の利益を労働条件の向上に適切に反映させ、企業の着実な発展

をいかにして調和的に実現するか。そのために、企業交渉を中心に据えた団体交渉

システムの改革が、実態面でも法制面でも推進されたのである。

これに対して、現在、マクロン・オルドナンスによる団体交渉システムの改革は、

同じく極度に企業交渉を中心とした改革をさらに進行させるものでありながら、そ

のベクトルは逆向きであることを指摘せざるを得ない。企業協定の、部門協約に対

する優先性、同じく個別労働契約に対する優先性は、いずれも、公序を除く労働条

件のほぼすべてについて、労働者権益の効果的な「引き下げ」を可能にするための

仕掛けであり、さらには確実にして迅速な雇用調整を可能にするための方策である

といって過言ではない。等しく企業に注目し企業協定を推進しながら、その方向は

労働者の権益という観点では逆向きのものである。

こうした改革のもとでは、団体交渉システムのもつ労働条件保護と雇用保障の調

和的解決という機能は、二つながら後退することになる。すなわち、そこでは団体

交渉を通じた労働条件の引き上げという目的は後退する一方、労使間の「社会的対

話」を通じた雇用保障の実現という目的もその理念も失われてしまい、「確実な」雇

用終了に導く方策が幾重にも用意されている。そして、そのための企業レベルでの

団体交渉や社会的対話を促進こそが、企業活動の「確実化」を生みだし、企業全体

の「集団的成果」を向上させると考えられている。

こうして、等しく企業レベルでの「社会的対話」の推進という理念を掲げながら、

マクロン・オルドナンスにおいては、団体交渉や労使対話は、労使関係法というよ

りは、むしろ企業法のサブシステムと位置づけられているようにみえる。その意味

で、新しい団体交渉システムは、過去の法理の発展と断絶するものであり、そのこ

とのもつ意味の深長さに、我々は比較法的観点からも考えを及ぼすべきである。

本研究は、平成29年度科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）（課題番号16H03555）お

よび基盤研究（Ｃ）（課題番号17K03409）の研究成果の一部である。

743（85-２-339）

F  85 Hosei Kenkyu (2018)34



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 5.827 x 8.268 インチ / 148.0 x 210.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
      

        
     32
            
       D:20181015140141
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     641
     328
    
     None
     Left
     595.2756
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     18.4252
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0e
     QI+ 3
     1
      

        
     0
     34
     33
     34
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



